
第５９回 埼玉県道場対抗柔道大会要項 
※本大会は無観客試合として開催する（健康管理表提出必須 監督・コーチ・選手） 

※本年度は、女子個人戦は中止とする 
１．日  時 令和４年９月１８日(日) ９時受付 ９時３０分開会 

２．会  場 埼玉県立武道館     (上尾市日の出４丁目１８７７) 

３．主  催 埼玉県柔道道場連盟 

４．共  催 埼玉県柔道連盟 

５．主  管 

６．後  援 (公益社団)埼玉県柔道整復師会・埼玉新聞社 

７．参加資格 参加選手は、埼玉県柔道道場連盟に加入している個人道場・倶楽部・実業団より 

       埼玉県柔道連盟を通じ全日本柔道連盟に令和４年８月３１日現在登録している者。 

       (但し、高校生以下は、埼玉県内の学校からの登録でもよい。) 

８．試合種目及び方法 

  ◎団体対抗試合 

 (1) 個人道場・倶楽部の統合による、１部・２部・３部制にて行う。 

 (2) チーム編成は５名とし、１・２部の先鋒は女子１名を必ずチーム編成に加入を条件とする。 
３部は３人制で段位の低い者から順に配列する。 

(3) チームの選手は該当する道場・倶楽部で団体登録をしている者（高校生以上）とする。 

    高校生は、小・中学生時、道場・倶楽部において実際に所属し、稽古していた者２名以内とする。 

 (4) 負傷により退いた選手は、その後の一連の試合に出場できない。 

 (5) 申し込みは、各団体１チームとする。但し、１部出場道場・倶楽部に限り、１チーム２部への出場   

を認める。３部は、１部・２部に出場できない団体のみの出場とする。 

 (6) 試合は、トーナメント形式で行う。 

 (7) 試合時間は３分間。勝負の判定は｢技有｣以上とし「指導」は３つ目で「反則負け」となる。 

   技による評価が同等の場合は、「指導」差が２以上出た場合を「僅差」の優勢勝ちとし、 

   「指導」差が１までの場合は「引き分け」とする。 

 (8) チームの勝敗は、勝数の多少により決める。勝数が同数の時は、内容を検討する。 

    内容も同じ場合は、代表戦（３分間のゴールデンスコアー）によって決定する。 

   代表戦は、引き分けた組み合わせの中から、審判委員が立会いのもとに抽選で決める。 

 (9) １部は、１６チームまでとし、それ以外のチームを２部とする。 

     原則として、１部１回戦敗者４チームが２部になり２部上位４チームが１部に上がる。 

  ◎女子個人試合 

 (1) 無段者の部と有段者の部の２部に分ける。（中学生以上） 

 (2) 申し込み人員は制限なし。試合は、３分間トーナメント形式とする。 

   団体対抗試合(７)に準じ、「指導」差が１までの場合は（三審旗判定）をもって勝敗を決する。 

  (3) 女子個人戦は、危険回避のため関節技を禁止とする。 

  ◎段別試合 

 (1) 初段～参段 

 (2) 四   段 

  (3) 五   段 

  (4) 六   段 

  (5) 申し込み人員は制限なく、試合時間は３分間とする。団体対抗試合(７)に準ずる。 

   当日の出欠で組み合わせは変更され、不戦勝は無い。 

９．審判規定 国際柔道連盟試合審判規定による。尚、細部については審判打ち合わせで決める。 

10．表  彰 

 (1) 個人戦 各組とも３位まで。(３位は２名) 

 (2) 団体戦 各組とも３位まで。(３位は２チーム) 

11．役員及び審判員 会長に一任。 

12．組 み 合 わ せ 本部に一任。 
 
13．注意事項 

 (1) 団体戦の出場が難しい場合は、個人戦だけの出場でも良い。 



 (2) 個人戦に出場した選手は、団体戦には出場できない。 

  (3) 出場選手は、必ず各道場名、倶楽部名（中・高生は、学校名でも良い）を記入したゼッケンを、 

   背中に付けた柔道着を着用すること。着用なき場合は、出場出来ない。 

 (4) 当日の申し込みは受付しない。 

   選手の変更は受付時に、「団体戦選手変更届け」にて申し出ること。 

   大会開始後の選手変更は、認められない。 

 (5) 大会参加費は、団体戦１チーム 5,000 円、個人戦一人につき 1,000 円を当日徴収する。 

  (6) 選手の健康管理は、各道場の責任で行う。 

   皮膚真菌症(トンズランス感染症)について、発症の有無を各所属の責任において必ず確認すること。 

      感染が疑わしい、もしくは感染が判明した選手については、迅速に医療機関において、的確な治療 

      を行うこと。もし選手に皮膚真菌症の感染が発覚した場合は、大会への出場ができない場合もある。 

 (7) 会場内には、選手・役員・審判・係員・監督以外の入場を禁ずる。役員・審判・係員は、審判服を 

   着用する事。監督は、各道場、「監督・コーチ」２名のみとする。 
再発行は、1,000 円です。大会の申し込みと一緒に申し出て下さい、当日配付します。 

⑻ 令和３年度度会費 6,000 円が未納の道場は、当日会計に納めること。 
     当日欠席の道場は、銀行振り込み又は何等かの方法で納入すること。 
   (9) 二階観覧席は、道場毎に場所を決めてありますのでそちらを使って下さい。 
   場所は当日張り出しますが、プログラムでも確認できます。 
 
14．申し込み 
 (1) 申込期日 所定の用紙にて８月３１日(水)迄に必着のこと。 
        必ず郵送すること。ＦＡＸした場合も必ず郵送して下さい。 
        参加選手の確認できる「令和４年度度個人登録証」（見本参照）を 
        プリントアウトして同封して下さい。 
         申し込み時点で登録が確認できない者は、出場できません。 
 
 (2) 申 込 先   埼玉県柔道道場連盟事務局 
         〒366-0041 深谷市東方３７３１－１オーベル籠原３１３号 

井上 裕光      
Tel   048-572-2342 
携帯 090-3219-5129 

                                  Fax   048-572-2342 
15．年度会費等の振込先 
                      埼玉りそな銀行 上尾支店（３７７） 
                              普  通  ３８７８３３９ 
                            埼玉県柔道道場連盟  


